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令和８年度 支所発地域力向上支援金事業 募集要項 

長野市 地域・市民生活部川中島支所 

 

 

  川中島支所では、地域の活性化や課題解決に向けた「地域力」の向上を図るため、次

のとおり「支所発地域力向上支援金事業」を募集します。 

 

 

１ 交付対象者 

川中島支所管内に居住する者又は川中島支所管内の事業所に勤務する者を構成員に含

む地区内で地域の活性化及び課題の解決に向けた活動をしている団体又は当該活動をし

ようとする団体（グループ） 

 

２ 交付対象事業 

(1) 地域住民の保健福祉の充実を目的とする次に掲げる事業 

ア 地域の高齢者等の生活弱者の支援を目的とした事業 

イ 地域住民の食生活の改善や健康の保持を目的とした事業 

ウ 地域の福祉の向上を目的とした事業 

 (2) 地域住民の教育や文化の振興を目的とする次に掲げる事業 

ア 地域住民の教養や技能の向上を目的とした学習の場を提供する事業 

イ 地域の伝統を守り、後継者の養成を進める事業 

ウ 地域の青少年の健全育成を目的とした事業 

(3) 地域の安全安心の実現を目的とする次に掲げる事業 

ア 地域住民への安全意識の啓発や広報等を行なう事業 

イ 地域の安全を守るためのパトロール等を行う事業 

ウ 地域の安全安心を進める団体等の活動を支援する事業 

(4) 地域の環境保全や景観形成を目的とする次に掲げる事業 

ア 地域の環境美化を行う事業 

イ 地域の景観の維持保全を進める事業 

ウ 地域住民への美化啓発、環境意識の啓発を行う事業 

(5)  その他地域の活性化のために管轄する支所長が認めた事業 

ア 地域内での産業振興、雇用確保を図る事業 

イ 地域資源を活用した特産物の振興を図る事業 

ウ 地域の農林資源を守り、地域の振興を目指す事業 

 

３ 交付対象外事業 

(1) 宗教的活動又は政治的活動に関するもの 

(2）公序良俗に反するもの 

(3）専ら特定の企業及び個人の利益を追求するためのもの 

(4）その他市長が適当でないと認めるもの 

 

４ 交付対象経費 

交付対象事業の実施に要する経費から、下記に掲げる交付対象外の経費を控除した経費 
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【交付対象外の経費】 

(1) 国、市、他の地方公共団体及びそれらの外郭団体並びに民間団体で行っている他の

補助金等の交付を受ける経費 

(2) ３年を超えない活動に要する物品（備品相当：３万円以上のものに限る）の購入に

要する経費 

(3) 特定の個人が所有することとなる物品等の購入費 

(4) 交付対象者の構成員を対象とした懇親のための飲食費 

(5) 交付対象者の構成員に対する人件費及び謝礼 

(6) その他適当でないと認められる経費 

５ 支援金の交付額（本年度予算50万円） 

(1) 補助対象事業費  ５万円以上 

(2) 補助率          10／10以内 

(3) 補助限度額      １事業当たり原則10万円を限度とします。ただし、予算の範囲内

で50万円を限度として加算することができます。 

 

６ 事業の募集について 

  支援金の交付を受けようとする団体は、次の募集期間内に「事業計画書（申込書）」を

川中島支所に提出してください。 

○募集期間  令和８年５月７日（木）から６月８日（月）まで 

 

７ 事業の選考、事業期間等 

(1) 次の委員による選考委員会を開催し、補助対象事業を決定します。 

 ＜川中島支所長、川中島町住民自治協議会会長、同副会長、地区選出農業委員、

川中島地区民生委員児童委員協議会会長、川中島町公民館長＞ 

(2) 事業の選考に当たっては、次の視点を重視します。 

ア 事業の必要性（地域にとっての必要性） 

イ 費用の適正性（費用負担、積算方法の適正性） 

ウ 事業の効果(受益者の対象範囲、事業実施による成果、解決できる課題) 

エ 事業の将来性(事業終了後の自立と発展) 

オ その他必要な事項 

(3) 選考委員会は６月下旬頃に開催し、審査結果は７月上旬頃に応募者全員に通知しま

す。 

 (4) 補助対象事業は、令和９年３月31日までに終了するものとします。 

(5) 補助事業が完了したときは、「事業実績報告書」を事業の完了した日から15日以 

内(その期間内に３月31日になる場合は３月31日)に提出するとともに、使用さ 

れなかった支援金については、返納していただきます。 

 

８ 補助対象事業の公表 

補助対象事業及び事業者は、川中島支所ホームページなどで公表します。 

なお、事業の完了後は、選考委員会の助言の対応も含め事業評価を行い、「事業実施報

告書（自己評価）」にご記入ください。また、「事業実施報告書（自己評価）」の提出後、

支所長が次年度以降の活動の助言も含め事業評価を行った上で、公表します。 
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（お問い合わせ先）長野市地域・市民生活部川中島支所 担当  佐久間、大籏 

          電話：２８５－２１００、ＦＡＸ：２８５－５４９５ 

Ｅメール:kawanakajima@city.nagano.lg.jp 

※事業計画書（申込書）などの様式は、長野市ホームページからダウンロードできます。 

「市ホームページ > くらし・手続き > 地域活動・コミュニティ >支所発地域力向上支援金」令

和８年度川中島支所発地域力向上支援金事業の募集について 

○参考 過去の支援金交付実績 

＜令和４年度、応募団体１、交付団体１＞ 

支援金交付団体 事業内容（部門） 交付金額 

川中島町句碑・俳額研究会 
川中島地区俳諧調査研究・普及事業（教育

文化活動） 
235,000円 

 

 ＜令和５年度、応募団体４、交付団体３＞ 

支援金交付団体 事業内容（部門） 交付金額 

本町区 
本町区自治会活動デジタル化促進事業（そ

の他地域の活性化活動） 
137,000円 

川中島フェスティバル 

実行委員会 

川中島フェスティバル会場設備整備事業

（その他地域の活性化活動） 
221,000円 

仲町「困りごと手伝い隊」 
「仲町ミニ図書館」整備事業（その他地域

の活性化活動） 
121,000円 

＜令和６年度、応募団体４、交付団体３＞ 

支援金交付団体 事業内容（部門） 交付金額 

「川中島駅広祭り・盆踊り」実

行委員会 

「川中島駅広祭り・盆踊り」の会場設備整

備事業（その他地域の活性化活動） 
74,000円 

川中島フェスティバル 

実行委員会 

川中島フェスティバル会場設備整備事業

（その他地域の活性化活動） 
170,000円 

川中島町句碑・俳額研究会 

文化・文政時代から平成までの川中島町に

在住した俳人名の調査及び資料集作成刊行

等事業（教育文化活動） 

162,000円 

＜令和７年度、応募団体４、交付団体４＞ 

支援金交付団体 事業内容（部門） 交付金額 

寺町はつらつ倶楽部 
「はつらつ体操」実践用備品整備事業（保

健福祉活動） 
100,000円 

川中島町句碑・俳額研究会 

明治から昭和（1926）時代までの川中島に

在住した俳人名の調査及び資料集作成刊行

等事業（教育文化活動） 

175,000円 

長野市商工会 川中島支部 

女性部 
イベントテント導入事業（その他地域の活

性化活動） 
110,000円 

四ツ屋区自主防災会 
四ツ屋区に特化した「防災ガイドブック」

の作成事業（安全安心活動） 
115,000円 
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川中島支所では、「支所発地域力向上支援金事業」を募集します。 

 

 
 

川中島地区の活性化や課題解決に向けた「地域力」の

向上を図るため、川中島支所では、「支所発地域力向上支

援金」の交付対象事業を募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野市川中島支所 市民担当 電話２８５－２１００ 

１ 支援の対象 川中島支所管内に居住する者又は川中島支所管内の事業所に勤

務する者を構成員に含む地区内で地域の活性化及び課題の解決

に向けた活動をしている団体又は当該活動をしようとする団体

（グループ） 

 

２ 応募方法  募集期間内に「事業計画書（申込書）」を川中島支所に提出 

       （「事業計画書(申込書)」は川中島支所又は長野市ホームページに） 

 

３ 募集期間  令和８年５月７日(木)～６月８日(月) 

 

４ 支援金の額 ・事業費   ５万円以上 

        ・交付率   10／10 以内 

        ・交付限度  原則 10 万円／１事業（最大 50 万円） 

 

※ その他詳細は長野市ホームページ「支所発地域力向上支援金」のページをご覧

いただくか、川中島支所に直接お問い合わせください。 

回 覧 


